
入院に係る費用についてのご案内 

【食事料について】 

 

 

 

 

 

 

※ 住民税非課税世帯の適用を受けるには｢限度額適用・標準負担額減額認定証｣が必要です。 

手続き方法や詳しい内容につきましては、お手持ちの健康保険証の発行機関にお問い合わせ下さい。 

【高額療養費制度について】 

ひと月に病院で支払う金額が、決められた上限金額を超えた場合に自己負担額が軽減される制度です。 

○例 70 歳未満・年収約 370 万円～770 万円の場合（3 割負担） 

     窓口負担が 30 万円かかる場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

⇒ 実際の支払金額は 87,430 円となります。 

※上限負担額については、年齢・所得に応じて変わります。 

【緩和ケア病棟 人員配置について】 

○当病棟は、１日に６人以上の看護職員（看護師及び准看護師）。なお時間帯毎の配置は次の通りです。 

＊日勤帯（ 8:30 ～ 16:30 ） 

看護職員一人あたりの患者さんの受け持ち数は、５名以内です。 

看護補助者一人あたりの患者さんの受け持ち数は、１０名以内です。 

＊準夜帯（ 16:30 ～ 21:30 ） 

看護職員が、おおよそ 2 名勤務しており、一人あたりの患者さんの受け持ち数は５名以内です。 

＊深夜帯（ 21:30 ～ 8:30 ） 

看護職員が、おおよそ 2 名勤務しており、一人あたりの患者さんの受け持ち数は５名以内です。 

＊ 一人の看護要員が日々担当する患者さんの人数は、重症度や看護必要度によって変動します。 

【差額室料（個室）について】 

〇緩和ケア病棟の差額室は「２１０室」「２１２室」「２１８室」で、料金は 1 日 11,000 円（税込） 

となります。 

ご希望の方は病棟看護師までお申し出ください。 

※ご不明な点等ございましたら、医事課までお問い合わせ下さい。市立釧路総合病院 

一般世帯の方 1食　510円 過去12か月で90日までの入院の方 1食　240円

小児慢性特定疾患（公費番号52）又は

指定難病（公費番号54）で入院の方 1食　300円 過去12か月で90日を超える入院の方 1食　190円

平成28年度3月31日時点で精神病床に

1年以上入院中で、引き続き入院してい

る方
1食　260円

世帯の所得が一定基準以下で70歳以

上の方
1食　110円
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